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 建築工事が完了し、10 月末建物引渡しへ             

新庁舎内部・外部の仕上を終え、建物部分の工事

がほぼ完了しました。 

建物内部での天井・壁・扉・床仕上や器具設置の

他、庁舎周辺の南テラス・駐輪場・公用車車庫・ゴ

ミ保管庫等の工事も終了しました。 

10 月中旬以降は、建築確認完了検査や消防組合

の各種検査等を受け、10 月末に予定する町への建

物引渡しへ向け、必要な手続きを進めていきます。 

 外構工事本格化：敷地北側・中央部の側溝設置を完了     

建築工事の最終調整と並行し、庁舎敷地内の外構工事を本格的に開始しています。これまでに、

敷地北側や中央部(建物周囲)への側溝設置を終えており、今後は、仮設現場事務所の撤去を終えた

敷地南側への側溝設置を進めていきます。 

側溝設置は今月下旬頃に完了し、それ以降は外構第 2 期工事として、敷地内の舗装や植栽を行

い、12 月末までの外構工事全体完了に向け、更に作業を進めていきます。 

 11 月 8 日町民内覧会を開催します～予約受付中～       

新庁舎建物が完成することから、机等設置や引越搬入に先立ち、町民の皆さんをお迎えし内覧会

を実施します。外構完成前でありますが建物内部をご覧になり、開庁後の新庁舎を想像ください。 

コロナ対策のため町民のみ対象の完全予約制としますので、必ずご予約の上お越しくださいます

ようお願いします。なお、今回の内覧順路の大半は、1 月の開庁以降も自由にご覧いただけます。 

第 1 弾 「町民内覧会」 （個人向け） 

実施日 令和 2 年 11 月 8 日(日) 

内容・時間帯 地区ごとの予約型自由見学(受付の後自由見学)  ※入替制 

➀9：00～10：25(睦合地区)    ②10：30～11：55(半田地区) 

③13：30～14：55(伊達崎地区)  ④15：00～16：25(桑折地区) 

場所 桑折町役場新庁舎(桑折町大字谷地字道下 22-7) 

予約方法 

(詳細は別紙参照) 

手順１：本日の新庁舎ニュース付属の予約用紙(別紙)に記入 

手順 2：持参・郵送・FAX 等で、10 月 21 日 17 時 15 分まで町へ提出 

手順 3：町より送付された入館票を当日持参、受付に提示 

 

第２弾 令和３年 1 月 4 日(月)「開庁式」後 (個人向け・自由見学) 

第３弾 令和３年 1 月 9 日(土)「落成式典」後 (個人向け・自由見学) 

第４弾 令和 3 年 1 月「Go To 役場：役場探索ツアー」 （団体/学校向け・庁舎案内） 

 ※第 2 弾以降についての詳細は、後日お知らせします。 
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正面玄関 
 

１階執務室 

・会計室 

・税務住民課 

・健康福祉課 

・産業振興課 

窓口エリア 
〇窓口の集約(2) 

〇低いｶｳﾝﾀｰ(2) 

宿直室 
休日・夜間の受付(2) 

町民ロビー 
〇ゆったりと待て、多目的に利用

可能(2、6） 

〇一時的な避難所(1) 

〇１階で確定申告や期日前投票(2） 

〇行政情報・観光情報スペース、ポスタ

ー掲示・作品展示(2) 

○地中熱の利用(5) ○町産材利用(4) 

多機能トイレ 
車いす利用等に対応(2) 

授乳室 
(2) 

相談室(1階) 
秘密性の高い相談に対応(2) 

(キッズスペース併設型も) 

 ※平面図【6つの理念の反映】 (例)(2)→理念② 

１階 ～窓口・憩いのエリア～ 

ATM 
 



 

 

 理念① 災害に強い防災拠点となる庁舎     理念④ 桑折町らしい庁舎 

 理念② 町民すべてに優しく気軽に訪れやすい庁舎  理念⑤ 長寿命で費用(ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ)の少ない庁舎 

 理念③ 事務効率の良い庁舎          理念⑥ 町民集いの場となる庁舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階執務室 

・総務課 

・総合政策課 

・まちづくり

推進課 

・生活環境課 

・地域整備課 

・上下水道課 

打合せ 
スペース 
(3) 

相談室(2階) 
秘密性の高い相談に対応(2) 

庁議室/災対室 
〇災害時の災害対策本部（1） 

〇平常時は庁議室に活用（1） 

大会議室・中会議室 
〇間仕切りで多様な活用(3） 

〇災害対策関係者の待機(1） 

エレベーター 
車いす利用等に対応(2) 

応接室 
町長来客時等の利用 

２階 ～会議・災害対策・政策・土木のエリア～ 

～新庁舎基本計画・基本設計 6 つの理念～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３階執務室 

・こども教育課 

・生涯学習課 

議場/正庁 
〇段差のないフラットな議場(3） 

〇多目的に利用可能(3） 

〇景色を展望可能(6) 

※屋上・倉庫 
〇非常用発電(1） 

〇太陽光発電等(5) 

〇個別空調室外機(3、5) 

相談室(3階) 
秘密性の高い相談に対応(2) 

小会議室 
教育委員会の会議等多目的に利用(3) 

正副議長室 
 

委員会室/会議室 
間仕切り等で柔軟な利用(3) 

3 階 ～議会・教育委員会のエリア～ 

議場/正庁 北面(正面) 議場/正庁 西面 

左に西山城が見えます 右に半田山が見えます 


